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豪州が鉱物および資源への外国投資に関する規

制をさらに強化 
豪州の外国投資審査委員会（FIRB）は、豪州における鉱物および資源財への

投資に関する審議過程を垣間見せた。 

FIRB 幹部のパトリック・コルマーが、2009 年 9 月 24 日にシドニーでのオー

ストラリア・中国ビジネスカウンシルによる中国・オーストラリア投資フォ

ーラムにおいて、以下の発言をしたと報じられている。 www.bakernet.com 
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• 柔軟な対応をしつつも、FIRB は、以下のような外国投資案件を好ま

しいとする。 

- 多様な形態のジョイントベンチャープロジェクトの方が、テ

ークオーバーよりも好ましい 

- グリーンフィールドまたは新規立ち上げのプロジェクトの場

合、50％以下の保有持分を構成することが好ましい 

- ピーク段階の鉱物財または大手生産者の場合、15％以下の保

有持分を構成することが好ましい 

• 政策上、FIRB は以下を好ましいとする。 

- 大型プロジェクトを実施中の豪州企業が、健全なコーポレー

ト・ガバナンスを維持するために、豪州の証券取引所におけ

る上場を保つこと 

- 投資家が、複雑な法律論を利用して、FIRB のポリシーを

「回避」しようとしないこと 

コルマー氏はまた、FIRB が懸念する可能性のある投資案件を計画する投資

家に対して、FIRB が「守秘」を前提に案件の早期相談を受けることに重き

をおくことを強調した。 
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発言のもたらす影響 
コルマー氏の発言が、（国営企業、いわゆる SOE と呼ばれる、外資買収法

（Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975）の 17F において定義される）

「外国政府投資家」のみを指すか否かがここでは問題となる。コメンテータ

ーによっては、かかる講演が中国・オーストラリア投資フォーラムにおいて

なされたことから、この発言はそのような投資家のみを対象にすると解釈し

ている。その他のコメンテーターは、この発言はそれほど限定的なものでは

なく、FIRB の現行体制の変更に等しいとする。FIRB 自体は、その方針に変

更はないと曖昧に言っている。FIRB がじきに、この点に関する立場を明確

にすることが予想されている。 

随時追加情報発信の予定。 

＊コルマー氏の発言は、投資フォーラムに参加した様々なニュース媒体によ

って報じられた。このリーガルアラート発表の時点において、コルマー氏の

講演原稿は未公表である。よって、このアラートは、投資フォーラムに参加

した様々なニュース媒体によって報じられた発言に拠る。 


